
地域の多様なニーズに的確に対応した安全・安心な
運送サービスを提供し、活力ある地域社会を実現

道路運送法等の一部を改正する法律

○ 道路運送法の一部改正
近年、過疎化が進行し少子高齢化が進展する中で、「どこでも、だれでも、自由に、使い
やすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた交通政策の展開が求められてい
る。このため、現在各地で導入されつつあるコミュニティバス、乗合タクシー、市町村バ
ス、ＮＰＯによるボランティア有償運送などの新たな運送サービスが、地域の多様なニー
ズに的確に対応しつつ、安全・安心なものとして提供されるための措置を講じる。

２．市町村バスやＮＰＯによるボランティア有償運送の制度化

○ 市町村バスやＮＰＯによるボランティア有償運送を可能とする制度を創設（登録制）
過疎地における住民の生活交通や移動制約者の移動手段など、バス・タクシー事業者
によることが困難であり、地方公共団体、バス・タクシー事業者、地域住民等地域の
関係者が必要と合意した場合、市町村、ＮＰＯによる運送サービス提供を可能に

過疎地の生活交通や要介護者・身体障害者等の移動制約者の移動を確保

改正内容

病院等

ＮＰＯ

１．コミュニティバス、乗合タクシー等の普及促進

デマンドバスや乗合タクシーといった定期定路線以外の乗合旅客
の運送についても「乗合事業」の許可でサービス提供が可能に

○多様な乗合旅客のニーズへの柔軟な対応を可能に

地方公共団体、地域住民等地域の関係者の合意がある場合には、
上限認可が不要となり、ニーズに応じた柔軟な運賃設定が可能に

○地域のニーズに応じた運賃・料金の設定・変更が可能に

地域住民との協働により、地域のニーズに柔軟に対応した
コミュニティバスや乗合タクシー等の普及を促進
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